
こども家庭センター

全ての妊産婦、子育て世帯、こどもに対し、

母子保健・児童福祉の両機能が一体的に相談支援を行う

※松戸市は改正法施行に先立ち令和５年４月に設置

地域子育て相談機関

妊産婦、子育て世帯、こども が
気軽に相談できる子育て世帯の
身近な相談機関

妊産婦
子育て世帯
（保護者）

こども

児童相談所

要保護児童対策
地域協議会

（地域関係機関で構成）

様々な資源による支援メニューにつなぐ

協働

密接な連携

密接な連携

児童福祉法改正（令和６年４月施行）に伴う地域子育て相談機関の整備について

松戸市では地域子育て支援拠点事
業（おやこDE広場、子育て支援セ
ンター）、児童館、中高生の居場所
などの既存施設活用を想定

【児童福祉法第１０条の３】
① 市町村は、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、子育てに関する施設の整備の状況等を総合的に勘案して定める
区域ごとに、その住民からの子育てに関する相談に応じ、必要な助言を行うことができる地域子育て相談機関（当該区域に所在
する保育所、認定こども園、地域子育て支援拠点事業を行う場所その他の内閣府令で定める場所であって、的確な相談及び助言
を行うに足りる体制を有すると市町村が認めるものをいう。以下この条において同じ。）の整備に努めなければならない。

② 地域子育て相談機関は、前項の相談及び助言を行うほか、必要に応じ、こども家庭センターと連絡調整を行うとともに、地域
の住民に対し、子育て支援に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。

③ 市町村は、その住民に対し、地域子育て相談機関の名称、所在地その他必要な情報を提供するよう努めなければならない。

相談

相談
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